
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年金分割時の受給額通知サービスを

10 月から開始 社保庁 

 
社会保険庁は、夫婦が離婚した場合に、夫が

受け取る年金のうち妻が最大半分まで受給

することができる、離婚時の厚生年金の分割

制度が来年４月からスタートするのを前に、夫

婦の一方から照会があった場合に、分割した

場合の受給額を本人に通知するサービスを

10 月から始めます。額の決定には、結婚期

間や妻が会社員のときに支払った保険料等

が勘案されます。 
 
 
 
新高齢者医療制度における保険料標

準モデルは月 6,200 円 

 
厚生労働省は、75 歳以上の全員から保険料

を徴収する新高齢者医療制度（2008 年度ス

タート）において、夫婦とも厚生年金の平均額

（208 万円）を受給している高齢者１人あたり

の月額保険料の標準モデルを6,200円とする

目安を示しました。低所得者の保険料は

2,500 円、1,500 円、900 円の３段階で軽減す

る見込みです。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出産育児一時金を健保から医療機関

に直接支給 年内にも 

 
厚生労働省は、現在は出産の約１カ月後

に現金で対象世帯に支給している出産育児

一時金の支払方法を、健康保険から医療機

関に直接支給する方式に改める改善策をまと

めました。年内にも実施される見込みで、事

前の申請は出産予定日の１カ月前から受け

付けます。支払方法の変更により、平均で約

32 万円かかる分娩費用を事前に用意する必

要がなくなります。 
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＊＊お 知 ら せ＊＊ 
当事務所のお盆休みについて 

 
誠に勝手ながら、下記の通りとさせて

いただきます。ご注意ください。 

○８月１２日（土）～１５日（火）……お休み 
○８月１６日（水）からは通常通り 
ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろ

しくお願いします。 

 


